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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを持つハウジングと、
　ある分量の洗浄液を貯蔵するタンクと、
　前記器具の駆動ヘッドを洗浄するため前記タンクから前記洗浄ばちに前記洗浄液を供給
するポンプと、
　前記タンクから分離形成され、そして前記洗浄ばちの下に配置されて前記洗浄ばちから
滴下する液を収集するしずく受けとを備え、
　前記しずく受けは、前記ポンプの動作下で前記しずく受け内から前記タンクに前記液を
戻させるべく、流体取入路経由で前記タンクに接続され、
　前記しずく受けは、前記駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために前
記洗浄ばちの底に開口される
　除毛器具用洗浄装置において、
　前記しずく受けに、前記液から前記毛および前記汚染物を除去するためのフィルタを具
備され、
　前記しずく受けは、前記フィルタによって、前記洗浄ばちと直接連通にある第１室と、
前記流体取入路と直接連通の第２室とに分離され、
　前記第２室は、前記ハウジングに形成され、そして前記フィルタを介さずに大気に通じ
る、外気を取り入れるための空気抜きと連通し、
　前記タンクは、空気弁経由で大気に選択的に開放される密閉封止された容器の形であり
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、
　前記装置は、前記液を前記洗浄ばちに前記タンクから供給するための供給モードと、前
記液を前記洗浄ばちから前記タンクに回収するための回収モードとを選択的に提供するコ
ントローラを含み、
　前記供給モードは、前記空気抜きを介して取り入れられた空気を前記流体取入路経由で
前記タンクの中に供給し、そして前記タンク内の空気圧を増やすように、前記空気弁を閉
じておく間に前記ポンプを作動させ、これにより、前記タンクからの液を前記洗浄ばちに
押し込み、
　前記回収モードは、前記空気弁を開いておく間に前記ポンプを作動させて、前記タンク
内の空気圧を増やすことなく、前記洗浄ばちから出た液を、前記流体取入路を介して前記
タンクに供給し、これにより、前記液を前記タンクの中に収集する
　ことを特徴とする除毛器具用洗浄装置。
【請求項２】
　除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを持つハウジングと、
　ある分量の洗浄液を貯蔵するタンクと、
　前記器具の駆動ヘッドを洗浄するため前記タンクから前記洗浄ばちに前記洗浄液を供給
するポンプと、
　前記タンクから分離形成され、そして前記洗浄ばちの下に配置されて前記洗浄ばちから
滴下する液を収集するしずく受けとを備え、
　前記しずく受けは、前記ポンプの動作下で前記しずく受け内から前記タンクに前記液を
戻させるべく、流体取入路経由で前記タンクに接続され、
　前記しずく受けは、前記駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために前
記洗浄ばちの底に開口される
　除毛器具用洗浄装置において、
　前記しずく受けに、前記液から前記毛および前記汚染物を除去するためのフィルタを具
備され、
　前記しずく受けは、前記フィルタによって、前記洗浄ばちと直接連通にある第１室と、
前記流体取入路との直接接続のための接続ポートを持つ第２室とに分離され、
　前記フィルタは、上領域および下領域を持ち、
　前記上領域は、前記上領域を介して空気を前記第２室の中に取り入れるために、前記し
ずく受けの中に滴下され貯蔵される液のレベルより上に位置決めされるように構成され、
　前記タンクは、空気弁経由で大気に選択的に開放される密閉封止された容器の形であり
、
　前記装置は、前記液を前記洗浄ばちに前記タンクから供給するための供給モードと、前
記洗浄ばちから前記タンクに前記液を回収するための回収モードとを選択的に提供するコ
ントローラを含み、
　前記供給モードは、前記フィルタの上領域を介して取り入れられた空気を前記流体取入
路経由で前記タンクに供給し、そして前記タンク内の空気圧を増やすように、前記空気弁
を閉じておく間に前記ポンプを作動させ、これにより、前記タンクからの液を前記洗浄ば
ちに押し込み、
　前記回収モードは、前記空気弁を開いておく間に前記ポンプを作動させて、前記容器内
の空気圧を増やすことなく、前記洗浄ばちから出た液を、前記流体取入路を介して前記タ
ンクに供給し、これにより、前記液を前記タンクの中に収集する
　ことを特徴とする除毛器具用洗浄装置。
【請求項３】
　除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを持つハウジングと、
　ある分量の洗浄液を貯蔵するタンクと、
　前記器具の駆動ヘッドを洗浄するため前記タンクから前記洗浄ばちに前記洗浄液を供給
するポンプと、
　前記タンクから分離形成され、そして前記洗浄ばちの下に配置されて前記洗浄ばちから
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滴下する液を収集するしずく受けとを備え、
　前記しずく受けは、前記ポンプの動作下で前記しずく受け内から前記タンクに前記液を
戻させるべく、流体取入路経由で前記タンクに接続され、
　前記しずく受けは、前記駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために前
記洗浄ばちの底に開口される
　除毛器具用洗浄装置において、
　前記しずく受けに、前記液から前記毛および前記汚染物を除去するためのフィルタを具
備され、
　前記しずく受けは、前記フィルタによって、前記洗浄ばちと直接連通にある第１室と、
前記流体取入路との直接接続のための接続ポートを持つ第２室とに分離され、
　前記第２室は、前記接続ポートへ下り傾斜される内底を持つ
　ことを特徴とする除毛器具用洗浄装置。
【請求項４】
　除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを持つハウジングと、
　ある分量の洗浄液を貯蔵するタンクと、
　前記器具の駆動ヘッドを洗浄するため前記タンクから前記洗浄ばちに前記洗浄液を供給
するポンプと、
　前記タンクから分離形成され、そして前記洗浄ばちの下に配置されて前記洗浄ばちから
滴下する液を収集するしずく受けとを備え、
　前記しずく受けは、前記ポンプの動作下で前記しずく受け内から前記タンクに前記液を
戻させるべく、流体取入路経由で前記タンクに接続され、
　前記しずく受けは、前記駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために前
記洗浄ばちの底に開口される
　除毛器具用洗浄装置において、
　前記しずく受けに、前記液から前記毛および前記汚染物を除去するためのフィルタを具
備され、
　前記しずく受けが前記ハウジングに装着されたか否かを監視するモニタをさらに含み、
　前記コントローラは、前記しずく受けが前記ハウジングから取り外されたことに応じて
前記ポンプを不作動にする
　ことを特徴とする除毛器具用洗浄装置。
【請求項５】
　除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを持つハウジングと、
　ある分量の洗浄液を貯蔵するタンクと、
　前記器具の駆動ヘッドを洗浄するため前記タンクから前記洗浄ばちに前記洗浄液を供給
するポンプと、
　前記タンクから分離形成され、そして前記洗浄ばちの下に配置されて前記洗浄ばちから
滴下する液を収集するしずく受けとを備え、
　前記しずく受けは、前記ポンプの動作下で前記しずく受け内から前記タンクに前記液を
戻させるべく、流体取入路経由で前記タンクに接続され、
　前記しずく受けは、前記駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために前
記洗浄ばちの底に開口される
　除毛器具用洗浄装置において、
　前記しずく受けに、前記液から前記毛および前記汚染物を除去するためのフィルタを具
備され、
　前記フィルタが前記ハウジングに装着されたか否かを監視するモニタおよび前記ポンプ
を作動させるコントローラを含む前記ハウジングをさらに含み、
　前記コントローラは、前記フィルタが前記ハウジングから取り外されたことに応じて前
記ポンプを不作動にする
　ことを特徴とする除毛器具用洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、除毛器具、特に洗浄液の利用を伴う乾式電気かみそり用洗浄装置に傾注され
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、乾式電気かみそり用洗浄装置を示す。本装置は、電気かみそりのかみそ
りヘッドを内部に収容するための洗浄ばち(basin) と、ある分量の洗浄液を含み、液供給
路を介してその洗浄ばちと連通するタンクとともに形成される。かみそりヘッド、つまり
各刃およびその連携部品を洗浄するべくタンクから洗浄ばちの中にその液を供給するため
に、ポンプが液供給路に配置される。タンクは、重力注によって洗浄ばちから液を収集す
るため洗浄ばち直下に配置される。ヘッドから除去されそしてその循環する液によって運
ばれる汚染物や毛を、その汚染物がポンプに入るのを防止するべく分離するために、フィ
ルタがタンクの中に固定される。フィルタが詰まると、タンク、したがってそのタンクに
含まれる多量の液とともに廃棄されなければならない。
【０００３】
　特許文献２は、しずく受け(drip pan)が洗浄ばち直下に配置されて洗浄ばちから滴下さ
れる液を受ける別の洗浄装置を提案する。その液は、多量の液を保持する別個のタンクに
フィードバックされる。ポンプは、タンク、洗浄ばちおよびしずく受けを介して液を循環
するために含められる。またこの装置において、フィルタは、洗浄液をタンクから洗浄ば
ちに供給するようにタンク内に固定される。しかしながら、フィルタがタンクに固定され
るので、タンク、つまりそのタンクに含まれる多量の液を廃棄することなくフィルタを洗
浄ないし交換することができない。このことは、液を再利用することができない点で不便
でありまた不経済でもある。
【特許文献１】米国特許第６２６３８９０号明細書
【特許文献２】米国特許第５７１１３２８号明細書
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされ、改良された除毛器具用洗浄装置を提供する。洗浄
装置は、除毛器具の駆動ヘッドを入れる洗浄ばちを具備されるハウジングと、ある分量の
洗浄液を貯蔵するタンクと、駆動ヘッドを洗浄するためタンクから洗浄ばちにその液を供
給するポンプとを含む。しずく受けは、タンクから分離形成され、そして洗浄ばちから滴
下する液を収集するために洗浄ばちの下に配置される。しずく受けは、ポンプの動作下で
しずく受け内からタンクに液を戻させるべく、流体取入路経由でタンクに接続される。し
ずく受けは、駆動ヘッドから除去された毛または汚染物を収集するために洗浄ばちの底に
開口される。本発明の特徴は、フィルタが液から汚染物を除去するためにしずく受けに備
えられる点にある。こうして、フィルタは、タンクおよびその中に含まれる液を必然的に
含むことなく洗浄ないし交換可能であり、タンクおよび洗浄液の継続使用を可能にするの
で、器具の経済的な洗浄を確実なものとする。
【０００５】
　好適な実施形態において、しずく受けは、フィルタによって、洗浄ばちと直接連通にあ
る第１室と、流体取入路との直接接続のための接続ポートを持つ第２室とに分離される。
接続ポートは、フィルタを急速に詰まらせることなく、フィルタを介して液を円滑に通過
させるように、フィルタの表面面積よりも小さなフロー断面積を持つように設計される。
【０００６】
　第２室は、ハウジングに形成され、そしてフィルタを介さずに大気に通じる、空気を取
り入れるための空気抜きと連通することが望ましい。タンクは、空気弁経由で大気に選択
的に開放される密閉封止された容器の形で提供される。装置は、液を洗浄ばちにタンクか
ら供給するための供給モードと、洗浄ばちからタンクに液を回収するための回収モードと
を選択的に提供するコントローラを含む。供給モードにおいて、ポンプは、空気抜きおよ
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び第２室を介して取り入れられた空気を流体取入路経由でタンクに供給し、その結果タン
ク内の空気圧をふやすように、空気弁を閉じておく間に作動させられ、それにより、タン
クからの液を洗浄ばちに押し込む。回収モードにおいて、ポンプは、タンク内の空気圧を
増やすことなく、洗浄ばちから出た液を、流体取入路を介してタンクに供給するように、
空気弁を開いておく間に作動させられ、これにより、液をタンクの中に収集する。回収モ
ードの提供について、液をタンクの中に完全に回収することができて、しずく受けを空に
することで、フィルタの洗浄または交換を容易にする。
【０００７】
　最も好ましくは、しずく受けは、しずく受けおよびフィルタが継続使用のために容易に
洗いないし洗浄が可能となるように、洗浄ばちより下のハウジングに形成された凹所内に
取外し自在に収納される。
【０００８】
　フィルタは、上領域および下領域を持つように設計されて、上領域は、上領域を介して
空気を第２室の中に取り入れるために、しずく受けの中に滴下され貯蔵される液のレベル
より上に位置決めされてもよい。こうして、外気は、ポンプによって液相を介さずにタン
クの中に首尾よく引き込み可能である一方、フィルタは、空気によって運ばれ得る毛また
は汚染物を捕獲可能である。
【０００９】
　しずく受けの第２室は、タンクへの流体の流れを助成するため、特に回収モードにおい
て、タンクの中への液の完全収集のために、接続ポートへ下り傾斜される内底を持っても
よい。
【００１０】
　好ましくは、しずく受けは、洗浄ばちより大きな液貯蔵容量を持つように構成される。
こうして、たとえポンプが供給モードの間停止しても、しずく受けは、しずく受け周りの
いかなる漏れの原因になることなく、洗浄ばちから全ての量の液を収集可能である。
【００１１】
　本装置は、しずく受けがハウジングから取り外されたことに応じてコントローラがポン
プを不作動にするために、しずく受けがハウジングに装着されたか否かを監視するモニタ
を含んでもよく、本装置の安全な動作を確実なものとする。
【００１２】
　取外し自在のしずく受けを備えることに代えて、フィルタ自体がハウジングから取外し
自在にされて簡単に洗浄されてもよい。また、この場合において、コントローラは、フィ
ルタがハウジングから取り外されたことに応じてポンプを不作動にするように整えられて
もよい。
【００１３】
　これらおよび本発明のさらに他の有利な特徴は、以下の実施形態の詳細な説明から、添
付された各図と併せて考慮されるとき、より明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　さて図１および２を参照すると、そこには、除毛器具、例えば洗浄液の利用を伴う脱毛
器(epilator)または乾式電気かみそり１０を洗浄するための洗浄装置が示されている。本
装置は、ベース３０およびそのベースの後端から立設するスタンド４０のあるハウジング
２０を持つ。駆動ヘッド、つまり電気かみそり１０のかみそりヘッド１２を入れるように
構成される洗浄ばち５０が、ベース３０の前端に形成される。洗浄液は、スタンド４０に
取外し自在に搭載されるタンク１００に貯蔵され、そして液を洗浄ばちの中に供給するた
めまたそこからその液を回収するために洗浄ばち５０に接続される。本装置は、かみそり
ヘッド１２を洗浄するためタンク１００と洗浄ばち５０との間で洗浄液を循環するように
制御されるポンプ７０を含む。その洗浄動作は、予め決定された期間の間続く。その後、
ある制御が、洗浄ばち５０からタンク１００の中に液を収集するためになされる（その詳
細は後述される）。タンクへの液の回収時、ファン２００を作動させて、ヘッド１２上に
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強制空気流を、それを乾燥するために発生する。
【００１５】
　図２に示されるように、しずく受け６０が、洗浄ばち５０からあふれ出るおよび／また
は滴下する液を収集するため、洗浄ばち５０の直下に配置される。しずく受け６０は、洗
浄ばち５０の底中央の排水ポート５２と、また洗浄ばち５０の上端に至る排水流路３４と
に連通する上開口を持つ。しずく受け６０は、かみそりヘッド１２から除去されそして排
水ポート５２を介してしずく受け６０の中に滴下する液によって運ばれる汚染物または毛
を捕獲するためのフィルタ６３を持つ。このように汚染物を取り除かれた液は、接続ポー
ト６５を介してタンク１００に至る流体取入路２２に供給される。ポンプ７０は、洗浄ば
ち５０からの液を引き込むため、流体取入路２２に配置される。流体取入路２２は、排水
ポート５２、排水流路３４を介して、また洗浄ばち５０回りのベース３０に形成された空
気抜き３６を介して大気に通じる。このように、洗浄ばち５０における液のレベルに依存
して、外気が、単独ないしはポンプ７０の動作による液とともに流体取入路２２を介して
タンク１００の中に引き込まれる。タンク１００は、入口および出口を持つ密閉封止され
た容器の形で備えられる。その入口は、液および／または空気をとるため、流体取入路２
２に取外し自在に接続される流体流入管１０２によって定められる。その出口は、図９に
最もよく示されるように、液を洗浄ばち５０の中に流下するため、ハウジング２０に形成
された流体供給路２４に取外し自在に連結されそして洗浄ばち５０の上方の噴出口２５に
至る流体流出管１０４によって定められる。図２に戻って、流体流出管１０４は、液を吸
い込むため、タンクの底近傍の地点までタンクの中に深く伸びるＵ形状の吸込み管１０５
に接続される。さらに、タンク１００は、ハウジング２０内に伸びそして各換気窓２９ま
たはハウジング２０の壁のすきまを介して大気中に開放される排気路２６に、取外し自在
に接続される排気管１０６とともに形成される。空気弁８０は、排気路２６に配置されて
、タンクを選択的に閉じまたそれを大気に開放する。空気弁８０は、給電ないし電流を供
給される時に開く常閉電磁弁によって実現される。ふた１１２は、液を交換ないし補給す
るため、タンク１００の上端における充填ポート１１０に取外し自在に封着される。
【００１６】
　これから図２および５を参照して本装置の動作を述べる。本装置は、各種電気部品に電
力を供給する電源９０、およびその連携部品の制御された動作の元となるコントローラ９
２を含む。スイッチ９４が有効にされると、コントローラ９２が応じて順に供給モードお
よび回収モードを提供する。供給モードにおいて、空気弁８０を閉じておいて、つまりタ
ンクを密閉封止しておいて、ポンプ７０を作動させる。最初、洗浄ばち５０は、実質的に
液がなく、空気のみがタンク１００に引き込まれ蓄積されて内部空気圧を増大する。その
空気圧が増大すると、タンク１００の液が、流体流出管１０４および流体供給路２４を介
して洗浄ばち５０に強制的に吐出される。これに関して、洗浄ばち５０の排水ポート５２
は、しずく受け６０の中に滴下する流量がタンク１００から供給される液のそれよりも小
さくなるように寸法設定され、これにより洗浄ばち５０の液量が増大するということであ
る。洗浄ばち５０が液で満たされた後、余分な量の液がしずく受け６０の中にあふれ出る
ことになり、洗浄ばち５０の液が一定レベルに維持される。これに関して、空気が過剰な
液とともにタンクの中に連続的に引き込まれて、洗浄ばち５０の中に液を供給、つまり、
かみそりヘッド１２を洗浄するためタンク１００と洗浄ばち５０との間で液を循環し続け
る。供給モードは、予め決定された時間の期間中続き、その期間の間、かみそりヘッドを
間欠的または連続的に作動させて、汚染物を振るい落とし、洗浄効果を高める。
【００１７】
　供給モードは自動的に回収モードによって引き継がれ、その回収モードにおいて、空気
弁８０を開いておいてポンプ７０を作動させ、液を洗浄ばち５０からしずく受け６０を介
してタンク１００の中に収集する。空気弁８０を開いて、つまりタンク１００を大気に開
放して、ポンプ７０によって引き込まれる空気が、液を回収しそしてその液のみをタンク
１００に収集するように空気弁８０を介して排気される。回収モードは予め決定された時
間の期間中続いて、全ての液をタンクの中に収集する。その期間の終了間際に、かみそり
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ヘッドは、液を振るい落とすために作動されるべく制御される。この後、かみそりヘッド
を作動させるかさせずに、ファン２００を作動させてかみそりヘッドを乾燥する。このよ
うに、供給モードおよび回収モードは、単一ポンプおよび空気弁の利用に併せて遂行され
る。
【００１８】
　図３に図示されるように、タンク１００は、Ｌ形状であって、広い頭部断面１１４およ
びスタンド４０の後方面に重なる、垂直に伸びる断面１１６を持つ。タンク１００は、水
平断面１１４をスタンド４０の上部における搭載面４１に載せて、ハウジング２０に搭載
される。流体流入管１０２、流体流出管１０４および排気管１０６が、タンク１００とと
もに一体的に形成されて、それぞれ流体取入路２２、流体供給路２４および排気路２６と
の取外し自在接続のため頭部断面１１４の底の上に突出する。この目的のため、路２２，
２４および２６の端部は、図１０に示されるように、搭載面４１に形成された組ソケット
２８に統合される。このように、タンク１００は、ハウジング２０に上から装着可能であ
る。
【００１９】
　本装置は、しずく受け６０が洗浄ばち５０の下方の位置にないときに、停止信号を出力
するフィルタ検出器９８をさらに含む。その停止信号に応じて、コントローラ９２が、ポ
ンプ７０および連携部品を不作動にして上記動作を中止する。ディスプレイ９６が、本装
置に含められて、供給モードおよび回収モードの一つが進行していること、および経過時
間についての情報を与える。さらに、かみそりコントローラ１４に受信されて、バッテリ
１５を充電するための充電回路１６またはかみそりヘッド１２を作動させる電気信号を伝
送するため、信号伝送端子９１がハウジング２０の側面に備えられる。図６および７に最
もよく示されるように、端子９１は、スタンド４０の正面壁上に露出される一組の各コン
タクト９３を、電気かみそり１０の外郭上に形成された対応組の各パッド１３との接触の
ために含む。その各パッドは、図５に表示される信号受信端子１１を定め、それを介して
信号がかみそりコントローラ１４に伝送される。各コンタクト９３、つまり端子９１は、
電気かみそり１０が上側を下に保持されてかみそりヘッド１２を洗浄ばち５０の中に置く
ときに、各パッド１３または受信端子１１との密接触のためスタンド４０の高さの中間に
配置される。代わりに、信号伝送端子９１は、電気かみそり内に信号受信端子１１として
設けられる２次巻線とのトランス結合のための１次巻線の形態でもよい。この変更では、
両巻線をハウジングおよび電気かみそり内にそれぞれ隠すことができる。
【００２０】
　図６に示されるように、スタンド４０は、保持手段、つまり電気かみそり１０を適所に
保持する機構を備える。その機構は、ハウジング２０の高さ寸法についての横方向に離隔
され、そしてスタンド４０に旋回軸支されて、電気かみそり１０を締着する保持位置と電
気かみそりの取外しを許容する解放位置との間で移動自在である一対のクラスプ４２を含
む。各クラスプ４２は各コイルばね４３によって保持位置に偏倚され、その保持位置にお
いて各クラスプ４２は電気かみそり１０の背中合わせの側面と係合する。両クラスプ４２
の各々は、図４に示されるように、その上下端においてそれぞれ、かみそりヘッド１２近
傍の各上部テーパ側面１９だけでなく各テーパ頭部側面１８とのスライド接触のための各
傾斜ガイド４４とともに形成される。こうして、各クラスプ４２は、電気かみそりが鉛直
に動かされてかみそりヘッド１２を洗浄ばち５０の中に置くとき、一時的に解放位置に強
制的に開くことができ、電気かみそりの簡単装着を許容し、その後、各クラスプが保持位
置への各ばねの動きによって閉じる。また、電気かみそりが垂直に動かされてかみそりヘ
ッド１２を洗浄ばち５０から引き抜くとき、各クラスプ４２が、電気かみそりの各上部テ
ーパ側面１９との接触によって強制的に開き、本装置からの電気かみそりの簡単取外しを
許容する。保持位置において、受信端子１１の各パッド１３が、その対応する各コンタク
ト９３に押し付けられるのを、それらの間の確かな信号伝送のために保つべく、各クラス
プ４２は電気かみそり１０をスタンド４０に向けて付勢する。
【００２１】
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　図７から９に示されるように、スタンド４０は、かみそりヘッド１２が洗浄ばち５０内
に収容される保持位置に器具１０を案内するように構成される正面を持つ。この目的のた
め、その正面は、ハウジング２０の垂直または高さ軸に関して傾斜され、そしてその下端
にその器具または電気かみそり１０の肩と接する止め４８とともに形成される案内面４６
を持つ。止め４８は、器具１０がそれ自身の重さによってスタンドの正面に寄り掛かるよ
うに位置決めされ、これにより、伝送端子９１の各コンタクト９３に対して受信端子１１
の各パッド１３を、それらの間の確かな電気接触のために付勢する。この意味では、その
電気接触は、各クラスプ４２の各ばね４３に頼ることなくとも、首尾よくなすことが可能
である。
【００２２】
　しずく受け６０は、その受け６０自身だけでなくフィルタ６３の簡単洗浄のため、ハウ
ジング２０に取外し自在に作られる。図７，８および１４に示されるように、しずく受け
６０は、正面取っ手６４と、洗浄ばち５０の排水ポート５２、空気抜き３６および排水流
路３４との流体伝達を行い、そこを通して液および／または空気を受けるための上開口と
を持つ引出しの形で提供される。凹所３２が、洗浄ばち５０直下のベース３０の正面端に
形成されて、しずく受け６０を収容する。受け６０の内底は、液を流体取入路２２に円滑
に案内するために、接続ポート６５に向けて下り傾斜される。図１４に示されるように、
しずく受け６０の内部空間は、フィルタ６３によって第１室６１および第２室６２に区分
される。第１室６１は、排水ポート５２および排水流路３４に対して、そこをそれぞれ通
して液および／または空気を収集するべく直接開放連通にあり、これにより、その液によ
って運ばれた汚染物をフィルタ６３上に堆積する。第２室６２は、空気抜き３６および接
続ポート６５に対して、外気だけでなく、汚物を取り除かれた液を流体取入路２２の中に
供給するべく直接開放連通にある。この目的のため、フィルタ６３は、図１４に示される
ように、Ｌ形状断面に屈曲している。この配置について、フィルタ６３の垂直部分は、回
収モードの最後の段階だけでなく供給モードの初期段階において、排水ポート５２を介し
て引き込まれた空気によって運ばれ得る汚染物を捕獲するように、しずく受け６０の液の
レベルより上に配置可能である。
【００２３】
　図１５に示されるように、しずく受け６０は、しずく受け６０がハウジング２０の凹所
３２に収容されるときに、ハウジング２０の底の対応する各リード６８と接触をする電極
６６とともに形成される。電極６６および各リード６８は、洗浄ばち５０より下の位置か
ら取り去られたしずく受け６０に応じて開くスイッチを構成する。そのスイッチは、しず
く受けが正しい位置にあるときのみ、イネーブル信号をコントローラ９２に出力するフィ
ルタ検出器９８に電気的に接続され、この状態のみでポンプを作動させるのを許容する。
しずく受け６０は、たとえポンプ７０が供給モードの間停止しても、洗浄ばち５０から全
容量の液を収集するために、洗浄ばち５０よりも大きな液貯蔵容量を持つように設計され
る。フィルタは、７００ｍｍ2 以上の濾過面積を持つことが望まれる。さらに、取外し自
在のしずく受け６０を備える代わりに、フィルタ６３が単独で、度々の洗浄目的のために
ハウジングに取外し自在であってもよい。代わりに、フィルタ６３は、図１６に示される
ように、第２室６２がフィルタ６３を介して空気抜き３６と連通するように、平らに作製
されてもよい。この変更において、フィルタ６３は、空気抜き３６をも介して引き込まれ
た空気によって運ばれる汚染物を捕獲可能である。
【００２４】
　本発明に係る洗浄装置は、手のひらに載る脱毛器のエピレートヘッドまたはその他同様
の除毛器具の駆動ヘッド用に等しく適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の好ましい実施形態に係る洗浄システム電気かみそりの斜視図である。
【図２】上記システムの動作を例示する概要図である。
【図３】幾分図式描写のそのシステムの後方斜視図である。
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【図４】上記システムの乾式電気かみそりの正面図である。
【図５】上記システムの動作を例示する上記装置の回路ブロック図である。
【図６】乾式電気かみそりが外された状態の上記システムの正面斜視図である。
【図７】電気かみそりを持つ上記システムの垂直断面図である。
【図８】電気かみそりを持たない上記システムの垂直断面図である。
【図９】上記システムの別の垂直断面図である。
【図１０】上記システムの背面垂直断面図である。
【図１１】上記システムの正面図である。
【図１２】上記システムに使用される取外し自在タンクの垂直断面図である。
【図１３】上記システムに使用されるしずく受けの上面図である。
【図１４】しずく受けの垂直断面図である。
【図１５】しずく受けの底および装置ハウジングのその連携部を示す部分断面図である。
【図１６】改良されたしずく受けの垂直断面図である。

【図１】 【図２】
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(12) JP 4055818 B2 2008.3.5

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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